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1．始　め　に

現代の日本人が日常使用する漢字は、幼少年時代は勿論、成人してからも、

日常生活の中で随時接触することにより自然に習得し身に備わるのも相当な量

に及ぶであろうが、漢字を語として形・音・義にわたり正確に記憶するのに学

校教育での「国語」科の教育の果す役割は極めて大きいと言わなければなるま

い。

戦後においては、国の行った国語施策の秘める思想が漢字漸減、表音文字化

を意図したものなどと言われはしたが、漢字に関する無制限、無配慮な拡りに

歯止めをかけ、日本人の日常の文字生活の能率化、学習者への負超の軽減など

の何らかの配慮はあってしかるべきであるということを強く自覚させているこ

とに関しては「当用漢字表」（昭和21．内閣告示・訓令）等の制定は功績を持っ

ものと言わざるを得ない。学校教育もそうした考え方の中で漢字の学習指導を

行うべきものとされ、「当用漢字別表」（昭和23．内閣告示・訓令）一いわゆる教

育漢字881字の表一が制定され、その訓令文中に見られるように「．‥国民教

育における漢字学習の負担を軽くし、教育内容の向上をはかるた捌こは、わが

国の青少年に対して義務教育の期間において読み書きともに必修せしめるべき

漢字の範囲を定める必要がある。」として決定された。ここで、義務教育段階で

はいわゆる教育漢字に限って「読み書き」並行習得する姿勢が打ち出された。

訓令文は告示文に「当用漢字表の中で、義務教育の期間に、読み書きともにで

きるように指導すべき漢字の範囲を、次の表のように定める。」とあるのを承

けたものである。

義務教育等の教育現場で学習指導する漢字の範囲は大凡この「当用漢字別

表」とこれを内包する「当用漢字表」を中心としていることは言を侯たない

が、高等学校の段階ともなればいわば当用漢字1，850字を習得した上での繰り
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返し学習とでも言うべきものになるので、漢字力の養成も応用や拡がりを持た

せることが出来、それらにこだわる必要も強くは感じられないので、かなり自

由な雰囲気を持ち、漢字使用に関する制限的意識も薄い。学習範囲も古典（古

文・漢文）を初め、社会科や理科関係等でも当用漢字表の範囲に抑えるなどと

ても出来ないから、地名・人名に限らず、様々な領域での使用字は増え、接触

する字種は拡大する。これはいわば義務教育後ゆえに、また発達段階から言っ

ても、次の専門への入口に立ち、殆ど一般社会的な意識、大人の意識に目覚め

る期間でもあることからして、初出字に振り仮名を付けるなどの配慮はあるに

しても歯止めは意識的には余りない。

義務教育期間においては、表内表外の字、また字形の在り方についてなど、

「学習指導要領」に指示する線に沿うべく大変に神経質であるように見受ける。

その辺の事情を戦後の学習指導要領などで振り返ってみたい。

2．教育漢字の字種の内容とその扱いの変遷

戦後いち早く出された昭和22年度（試案）「学習指導要領（国語科編）」（文部

省）では発達段勝iこ応じ、小学校一・二・三年と四・五・六年及び中学校との

三段階に区分し、小学校一・二・三年の漢字の字種については「漢字は国語教

科書にでるものにしたがって学習していく。」とあり、また字形については

「字形を正確にその筆順をよく会得させる。」（「書きかた」の蔚）とあり、四・

五・六年では字種については「文字および語いを、ますます拡充させていく。」

（「読みかた」の節）、字形にっいて「‥．この学年では、はやく、美しく書く能

力をやしなうようにしていく。．‥J（「書きかた」の節）とあるなどである。中

学校でも、字種にっいては中学校の生徒が身に付けなければならない読むカ

（「読むこと」の節）のうちに「文字・語句を読むカ」を一項として挙げ、相当

数の漢字を知っている。」「語いが豊富である。」などとある程度である。－こ

の年代では、おおまかな扱いであり、国語施策との関連はついていない。

昭和26（1951）年改訂版「小学校学習指導要領、国語科編（試案）」（文部省）で

は、その巻末に参考として「国語表記の基準を掲げ、その基本的な考え方や送

り仮名、外国語及び外来語の表記、符号の使い方などとともに「漢字はどのよ

うに使用したらよいか」という一項を設けて、漢字問題を前面に打ち出し解説

を施す。ここで、国語施策として公布された「当用漢字表」「当用涛字別表」

「当用漢字音訓表」「当用漢字字体表」についてそれぞれ概説し、これらに拠る
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ことを謳っている。

字種については、「読むことの能力」表中に、一学年30字ぐらい、二学年

130字ぐらい、三学年280字ぐらい、四学年460字ぐらい、五学年680字ぐら

い、六学年は、漢字はだいたい当用漢字別表を中心とした881字程度の文字が

読める、としている。併せて「書くことの能力（書き方）」表中にも、各学年に

「読める漢字のだいたいが書ける。」とあり、読み書き並習としている。

中学校段階でも、昭和26年改訂試案の「第一章　国語科の目標」中に、「16

当用漢字別表の漢字の読み書きが完全にできる。その他の日常必要な当用漢字

が読める。」と明記し、高等学校の国語学習指導の目標にも「12当用漢字が完

全に読める。当用漢字表中の重要な漢字が正しく書ける。」と記されている。

これらを見ると、学校教育は完全に国語施策に沿って漢字力を養う、いわば漢

字制限の枠の中に入ることが明示されたわけである。

しかし、26年試案では、学年毎に漢字数は示されても、別表に示された漢字

881字を低学年から高学年にかけて、どのような字種をもって秩序づけ順序づ

けたらよいかは、教科書任せ、やや窓意的というそしりを免れなかったため、

昭和26年3月に文部省内に漢字学習指導研究会が設けられ、27年から30年

にかけて調査研究を重ね、28年の中間報告を経て、結果として「教育漢字学

年別配当表」を得た。これは「教育漢字の学年配当（漢字学習指導実験調査報

告」（文部省）として昭和32年7月に刊行され、この前書き中に「この調査の

結論は、いうまでもなく「教育漢字学年別配当表」である。そして、この結論

の提供によって、従来、抽象的、観念的にしか一致しなかった漢字の学習指導

順位について、初めて具体的に基準を定める準備ができたといえる。‥．」と

自負をもって述べている。

この配当表は、昭和33年10月から施行された「小学校学習指導要領」の各

教科の「国語」の項にそのまま「学年別漢字配当表」として掲げられ、拠るべ

き基準となる。この表の後書きに「指導上のつごうによっては、若干字をこの

表で示した学年の前または次の学年で指導してもよい。」と柔軟な配慮もある

ため、学年毎の指導事項では、学年配当された漢字を中心に、読みそしてその

だいたいを書ける字について凡その字数で示してある書き方になっている。

同じく33年10月施行の「中学校学習指導要領」では、「第一学年（読むこと）

当用漢字別表の漢字の読みに慣れ、その他のおもな当用漢字が読めるように努

めること。（書くこと）当用漢字別表の漢字の全部が書けるように努め‥．。」

「第二学年（読むこと）当用漢字別表以外のおもな当用漢字が読めるようになる
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〔表1〕学年別漢字配当の

280

105（累計151）

310．｝350

187（338）

205（543）

680′－740

■　　五 l

　　 194（737）

六

881 800～881

144（881）

別表（881）
の漢字と、
その他日常
必要な当用
漢字

別表の漢字 別表（881）
の漢字と、
その他おも
な当用漢字

別表以外の
おもな当用
漢字

別表の漢字

その他の当

用漢字

注　小学校の下欄には「学年別漢字配当表．の字数を掲げた。そのうち、昭和43年の「学習指導
要領．では修正を加え、下学年で使用してよい字を示したので、標準字数から下学年へ送るもの
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変遷一覧表

を引き、上学年から回ってくるものを足して示した。六学年の115字は、いわゆる

「備考漢字」といわれるものである。これらは、表中では＊をつけて掲げてある。
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こと。（書くこと）当用漢字別表の漢字の全部が書け‥．。」「第三学年（読むこ

と）当用漢字別表以外のおもな漢字に読み慣れること。また、その他の当用漢

字も読めるように努めること。（書くこと）当用漢字別表の漢字を使いこなすこ

と。」とあり、基本的な在り方が示された。以後、昭和43年、53年の「学習

指導要領」の改定の度に若干の増加が施されるのだが、一旦「当用漢字別表」

（881字）が国語施策として内閣告示されてほぼ固定化を見たのに、なぜ増加修

正されたのか。実はこれも国語施策と絡んだ「国語教育」の動勢であったと考

えられる。

学校教育に深くかかわる「当用漢字表」に始まる一連の国語施策は、字種の

数を制限し、やがては「当用漢字別表」の線まで字種の数を減らそうとする姿

勢を秘めたものであったと言われる。しかし、日常の一般の文字生活において

は、基盤として、法令・公用文を初め、新聞・柔臣誌・放送（テレビ）等のマスコ

ミでも、「当用漢字表」の制限内で文字表記を行おうにも、自ず人名・地名を

初め、特定の領域、専門の領域で、或いは日常の言語生活の場面でも時と場合

に応じて表外字を使用せざるを得ないことが起る。また伝統的な文化の継承を

強く意識し、古典等とのつながりを思い、それを読む場合を考えた時、とても

「当用漢字」の範囲では賄えないゆえに、その徹底ないしは制限性をはずす主張

が繰り返され、結果として昭和41年6月に文部大臣から国語審議会に対して

「国語施策の改善の具体策について」の諮問が出る運びとなった。これを契機

として「当用漢字表」等の戦後の一連の国語施策を再検討することとなり、今

日も続いているのだが、重要な課題の一つは、漢字漸減、制限への反動であろ

う。まず第一着手として漢字の音訓の枠を使用の実態等を勘案して拡げた。昭

和48年改定答申に則り、内閣告示・訓令された「当用漢字音訓表」では「．

現代の国語を書き表す場合の音訓使用の目安を示す」とし、具体的には357音

訓増加し、熟字訓・当て字の106語を付表として加えている。引き続き「当用

漢字表」も改定作業中ではあるが、「新漢字表試案」（昭和52年1月）では出し

入れの結果、実数50字増加し、その前文中に「一般の社会生活で、分かりや

すく通じやすい文章を書き表す場合の目安となることを目指し」て漢字が選定

されている。十年余の歳月を費して軌道修正が行われている。

学校教育も勿論こうした背景を鋭敏に反映するわけで、昭和41年を境とし

て漢字の字種に限ってみても〔表1〕に見るように増加の傾向をたどることとな

ったのは必然ということになる。

戦後昭和22年から使用の小学校「国語」教科書は極端に少なく六年間合計
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665字であったが、昭和23年「当用漢字別表」が制定された後の26年「学習

指導要領（試案）」では直ちに反映し合計881字となり、その後33年「学習指

導要領」では五学年までの各学年での学習字数の増加は試みられているが、全

字数は881字に抑えられている。それが先に述べた41年の大臣諮問が出た後

の、43年「学習指導要領」では、書くことは従来の線に抑えてはいるものの、

読む字数を教育漢字881字の「学年別漢字配当表」に更に「備考」漢字として

115字増やし、全部で1，（X旧字程度とした。これは漢字の読み書き能力の向上

を図るという教育課程審議会の答申に対して具体的に応えたものではあるが、

国語審議会の国語施策改善の姿勢と軌を一にし、側面から具体化していると言

ってもよいものになっている。今回52年7月「学習指導要領」の漢字数は、

遂に読むだけでなく、その大体を書けるようにと読み書き一致を図るというふ

うに、自ら「当用漢字別表」の枠を踏み越えた。

ところで、これらの字種の数は、まだ明治以降の小学校教科書の中に出現す

る漢字数には及んでいない。（〔表2〕参風。）今までは目を「当用漢字表」「当用

〔表2〕小学校国語教科書における漢字学習の変遷
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（呈……〉l（…；含）

（…2；）l（三誓言）

（3号…）l（3票）

（謂）l（謂）

（1348）l（1343）l（1302）

注　学習漠字数のうち，上は当該学年の数、下は展計数。
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漢字別表」の中に向けていたが、字種の数については別の観点から眺める必要

がある。

3．「教育漢字」字種の見直し

日本人の現代の日常の文字生活のうち、漢字の使用がどうなっているかを大

量の資料によって調査したものは、周知の通り国立国語研究所の四種の調査で

ある。

①　婦人雑誌1誌（主婦の友）の調査（昭・25．1・一12・）（国研報告4「婦人雑誌

の用語」昭．28．）－得られた漢字の字種数3，（汁8字

⑨　総合雑誌13誌（改造・世界ほか）（昭．28．7．－29．6，）（国研究報告19「総

合雑誌の用字」昭35．）－同2，781字

⑨　現代雑誌90誌（5部門90誌（昭31．1．－12．）（国研報告「現代雑誌の用字

用語（第二分冊）」昭．38．）ほか　【　同3，328字

④　現代新聞3紙（朝日・毎日・読売）（昭41．1．－12．）（国研資料集8「現代新

聞の漢字調査（中間報告）」昭．46．）－同2，879字。同本報告（国研報告56

「現代新聞の漢字」昭．51．）一同3，213字

これら四種の資料（④は中間報告による。）を総合して、それぞれの資料に示

されている各漢字の使用度数及び度数による順位付けをもとに、大局的に漢字

の使用度を総合し分類した資料（筑波大学林四郎教授ほか「語彙調査四種の使

用度による漢字のグループ分け」）（国研「LDP（月報別冊）9」1971．9．）がある。

この資料は「各調査ごとの（個々の漢字の）度数順位を（上位から）一律に500番

で切り、下表のように階級点数を与える。このようにして、四種の調査に現れ

た限りの漢字について階級点数を出し、この点数を合計する。これを階級合計

（順位）　（階級点数）
1′・／　500．日．＝‥0

501”1，000………1

1，001・・ノ1，500日…‖‥2

1，501－2，000………3

2，001－2，500………4

2，501以下．．．………5

出現せず…．．．………6

点と称する。「こうすると、すべての調査で500

位以内だった字は階級合計点0で最高位に任し、

どれか1種類の調査に現れて、それも2，500位以

下だったものは6×3＋5＝23で、階級合計点23

となり、最下位となる。いずれの調査にも現れな

かった字に点を与えれば24点となる。」というも

のである。

なお、原表は「国字施策や国語教育における措



「教育漢字」再検討ノート 143

置」が分るように、「8準教育（いわゆる「備考漢字」115字）を区別している

が、今日の時点でこれは「A教育漢字」に吸収、また「当用漢字表」に修正を

加えた国語審議会漢字部会の報告である、いわゆる「当用漢字補正資料」（昭．

29．3．）は「新漢字表試案」（昭．52．1．）が発表された現段階では発展的に解消した

ものとして考えられるので、「D削除補正」「E追加補正」の欄も発展的に解

消、また「F人名用」も「人名用漢字追加表」（昭．51，7・内閣告示・訓令）が出

されているので新たに加えるなどの修正を施した上で、〔参考〕として後に転載

させていただいた。

これによれば、現在、社会生活を営む上で多く目に触れる機会のある刊行物

による漢字使用の状況が概観できる。ここから、いわゆる「教育漢字」をめぐ

る幾っかの問題点を探ることとしたい。

（1）字種選定の再検討が先決

第一に教育漢字として選定される字種は、学校教育の場は勿論、将来的に一

般の社会生活を営む上で使用される傾向の多い漢字である必要がある。このこ

とに関連した客観的な統計を先の「現代新開の漢字」（国研報告56）から引用す

ると、雑誌調査との比較として次の〔表3〕がある。

これを見ると、使用度数上位から1，（X氾字までで、使用全体の字数の9割ま

でが得られることが分り、またそれ以後の漢字の使用率は急激に減っているこ

とが分る。これを援用して〔参考）として掲げた「教育漢字の学年別所属状況

一覧表」を数字化した〔表4〕及び〔表5〕を見ると、およそ階級合計点6で累

計総数1，031字であるので、この辺が高使用頻度順で見た場合の漢字の字種を

〔表3〕新聞と雑誌の使用度数分布

新　聞l　雑　話

上位の10字　r lO．6％：　8．8％ 全体の80％
85

；…：ニl・；冒
74．5　1　　　　　9（）

……‡…l　……
100

新　聞l　雑　読

512字∃　638字
633

800

1，081

1，168

1，277

1，426

1，659

3，213

7

　

▲

フ

ー

　

7

　

Q

U

l

　

1

　

2

　

3
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〔表4〕階級合計点と国語施策等との関係による漢字の分布一覧表
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注】．各階級合計点再において、「A教育漢字．と「C教育外当用．との字数、及びその合計数
が分かるように示した。

2．「C教育外当用」のうち、「新漢字表試案」く昭・52・1・）で削除するとしているものは、現在
はまだrC．内で扱うべきものであるから、表ではその字数は括弧で示し，統計上まざれ
ないようにした。

3．「新漢字試象」で「当用漢字表．に追加する漢字として提げられたものは、「G一般表外
字．から取り出して特別に一項を設けて扱った。

4．「F人名用．の欄の（一1）などとあるのは、「人名用漢字．のうち、「新漢字表試案．で追
加漢字とされたものでもある教を示す。統計上では二重に数えない。

5，「C教育外当用．の11階級の櫛のト1）は「灯」の字で、「教育漢字」としては「燈．で
数えたもの。ただし、階級合計点内の合計，累計総字数としては1字扱いしてある。

見究めるための採否の目途となる所であることが分る。この観点だけから教育

漢字を見直すことは危険であるが、もしこの観点を一つの重要な基礎にすると

すれば、階級合計点6の段階で含まれる現行の教育漢字は996手中の850字で

あるから、およそ150字はさし換える必要があるということになる。

現在までは、義務教育で学習指導される漢字は「当用漢字別表」の枠が完全

に守られた上で、加えるにそれ以外の「当用漢字表」の漢字ということで来

た。しかし、昭和52年1月の文部省告示「学習指導要領」を、いずれ改定す

る必要があるとされた場合は、勿論現在国語審議会で審議中の「新漢字表」な
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るものの結果は当然考慮の範囲に入るであろうが、同時に現代の「当用漢字別

表」は発展的に解消されなければならないに違いない。その時の主要な観点が

高頻度順に得られる漢字の字種1，（カ0字ということになる。教育的配慮（それ

は何かということもあるが。）からは高頻度順のみでは処理しきれまいが、現在

〔表5〕で見るように、階級合計点6の段階での全漢字数に対する教育漢字含有

率は82．4％であるが、ここまでいずれも100に出来るだけ近づく数にという

ことであろうか。つまり、階級合計点0から6、更には7以降についても「教

育外当用」の字種の再検討は必至である。また同時に6前後から以下の教育漠

字の取捨も迫られることになる。要は、全体から考え直さなければならない。

従って、現在、教育外の当用漢字である（階級合計点0）書込郎松沢、（同1）

彼御達与井江住、（同2）奥婚歳影及崎、（同3）普恋押盛端舞離般突装雄袋僕、そ

して続く（同4）38字、（同5）42字、（同6）55字等は教育漢字として取り込む

最優力候補字として検討されなくてはならない。また、人名用漢字、一般表外

字も、そのまま外に置くのではなく、あるいは読めればよい漢字（例　人名・

地名に多く用いられる「藤・伊・岡・阪」など）も一応の考慮対象としなけれ

ばならない。つまり、枠をはずした総ぐるみの検討が必要で、一般の社会生活

を見通した、児童・生徒にとっての将来的展望に立った教育漢字の見直しの時

期が来ているということである。また、個々の漢字の機能度（熟語を造る造語

力、音と訓の量など）からの選定も、個々の字を切り離してとらえた使用頻度

と併せて考慮すべき重要な観点である。こうしたことを考慮して洗い上げるに

は、かなりの時間と労力を必要とするし、国立国語研究所の各種の語彙調査、

また先人の教育基本語彙の研究等を参考にしなくてはならない。

（2）児童生徒の日常生活とのかかわり

児童の日常生活、学校生活の中で、或いは国語と限らず各教科の学習の中で

必要性の高い字種を選定するという、先ず身近なものをという観点も次善の策

として内部的には大切であるが、視野が狭まるゆえに、これは個々の字種の提

出時期、学年別配当」にも低学年にはこれが表れている。例えば、

一学年‥．学校・年・名・先生・男女人子・目耳口手足・左右上下・大中小・

一二三四五六七八九十百千・日月火水木金士・山川木林森・町村・赤青白・犬

虫花・出入休見立・円早・本文字・天気空雨夕、そのほか革糸石王田

二学年‥・教室組番・国語社会算数理科図画工作家（庭⑨一注③は三学年配

当であることを示す。）（音①〉楽体（育⑨）・親父母弟妹友（兄③、姉④）・顔首

頭毛声心・曜時間分午前後朝昼夜（夕①）今毎・晴（雨①）雲星雪風光・春夏秋
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冬・東西南北方外・牛馬鳥魚・米麦竹茶・海月船・汽電白（動⑨）（車①）交通

道・原谷泄地草野場・京市里・戸門寺・耗刀玉・点（線⑧）台形・絵色黒黄・来

行帰歩走止食詰聞読書歌考思知記答合引切用鳴計・遠近多少強弱新古広（狭（教

育外当用））太細（③）長（短⑨〉明（暗⑨）高（低④）同（異⑥）、ほかに何回元才半当

のようである。これは一つの観点であるから徹底しきれない感じは、その他の

学年に対になる漢字が配されていることでも理解できるが、その是正は十分に

考慮されてよい。身体に関するものは一学年である程度提出されているが、三

学年以降でも「指歯身肉鼻⑨、胃⑨、限舌⑥、胸膜脱肺背腹⑥」というふう

に出てくる。これらのうち、「指舌背腹」などは早く提出してもよいように見え

る。人間の基本的な行動等を表す動詞となり得る「起急言死持取安来進待⑨、

愛喜挙働④、在述招退貸防務⑧、勧疑吸泣勤呼好視捨従探痛認閉訪忘欲⑥」な

どにしても、そのうちの「泣呼好捨」など幾っかはもっと早い段階でもよいの

ではないかと考えられもする。そして教育外当用漢字中にも「（階級合計点0）

込、（同1）違与、（同2）及、（同3）恋押盛舞離突装越、（同4）並倒払抜振渡逃迎

浮恐占撃、（同5）吹抱驚恵飾扱捕換脱寝闘、（同6）悩眠伏刺締攻揚」などを見

出すと、これらの組み込みといずれかへの配当を考えざるを得ない。児童生徒

の発達段階に即した基本語彙とのかかわりで、どのような漢字の字種を取り上

げるかは、教育にかかわる語彙研究（例えば、阪本一郎「日本語基本語彙（昭・

18．）」、文部省調査局「当用漢字の学年配当（昭．32．）」中「教育漢字の指導語例

集、福沢周亮「漢字の読字学習（昭．51．）」中「教育漢字における読手学習のた

めの基本語彙の作成」など）が考慮されなければならない。

同時に、使用頻度の低い漢字は当然のことながら除外の候補となる。それは

「（階級合計点22）弐、（同20）蚕壱、（同16）俵后、（同14）秒弓磁、（同13）只脈

舌穀陛、（同12）耕銅垂宙兆肺班、（同11）泳漠腸沿冊詞奏羊、（同10）刀湖暑氷

胃芽唱鉱賛径尺蒸是俗、（同9）31字、（同8）27字などである。これらのうち、

教育漢字として時間の単位の「秒」、身体の一部「肺腸胃舌」や「脈」などは

簡単にはずせまい。また漢字の基本的な構成要素となる「弓貝吉兆刀尺」など

といったものの扱い方についても取捨の議論を呼ぶに違いないが、これの採否

については次の字形の項にもかかわる。

また低頻度の教育漢字の取捨に関しても教育漢字のみで閉じて考えるのでは

なく、教育外当用漢字等を含めて考えるべきであることも言を侯たない。

この児童生徒の日常生活に密接した生活語彙を考えに置く観点は、小学校低

学年には現行のようにかなり必要ではあっても、中・高学年へはそのまま強く
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押し及ばせない。将来的展望に立ち、一般社会生活で高頻度である1，㈱字経

度を「教育漢字」とするという基本姿勢で字種を選定するなら、児童生徒側の

観点からでは貫けない。これは副次的なものとしかならない。

（3）字形による字種選定と学年配当の是非

次に重要な観点の一つである「字形」に移る。「小学校学習指導要領」（昭．52．

7・文部省）中の「国語」には各学年とも「文字に関する指導のうち、書写にっ

いては、次の事項を指導する。」として、或いは「文字の形、大きさ、配列」「文

字の組立方」など、或いは「筆順」「点画」などにわたるように求めている。

漢字は、表音文字に対して表意文字と言われるが、形・音・義を備えた語そ

のものであるので、表語文字と言った方が適切であるとされる。そして「漢字

の字形は、その音訓を支えるものである。漢語なり和語なりを呼びおこすため

の手がかりであり、またそれを記憶するための媒体である。（林大「漢字の問

題、岩波講座『日本語3（国語国字問題）』（昭．52．1．）中）だから、学校教育では

和語なり漢語なりの基本語彙を増やす手だてとして漢字の字形の正確な記憶を

うながす指導は欠くことが出来ない。

また、学校教育では、戦後の「当用漢字字体表」（昭．24．4．内閣告示・訓令）の

制定以来、ここに示された「字体」に従うので、いわばこの「字体」に関する

学校教育での扱いも振り返っておく必要がある。先に引用した昭和26年改訂

版「小学校学習指導要領、国語科編（試案）」（文部省）中、参考「国語表記の基

準」で「当用漢字字体表」について次のように記している。「‥．この新しい

字体は、教科書中や新聞雑誌などにも採用されているが、活字をいっせいに変

えることができないため、混用があり、児童生徒には、当分従来のものも読め

なければならないという負担がかかっているが、書く場合はこの新字体に限ら

れる。新字体の中には従来略字と言われたものも採用されているが、この表に

あるものは、それがすべて正字である。たとえば「学」が「畢」に代って、正

式に使われることになったのである。日．」とある。この説明中で、表に掲げ

られたものを「正字」として位置づけているのにより、この表の「字体」に賭

けている当時の意気込みが感じられよう。

こうして義務教育期間で、意識的にも無意識的にも新字体を正体とするとい

う意識を強く打ち出したため、試験や作文等で字体について教育的な扱いをす

る場合、旧字体を誤りとしたりするような扱いが出て来て、字体に関する児童

生徒の認識が偏り、問題となるという面が生じた。そのため、国語審議会の

「新漢字表試案（昭・52・15・）」では、旧字体（いわゆる康照字典体）と新字体とが
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異なる字形の場合、並記して示す措置をとっている。尤も従前から国語辞典、

漢和辞典等は並記してはいる。いわば、字体については、顔元孫撰「干禄字

書」にいう正・俗・通の考え方を入れて、いわゆる新字体を「正字」という扱

いではなく、「通体」の字として認識しようという動きである。このことは、

今後、学校教育での字体の認識の仕方、取り扱い方に大いにかかわってくるの

で十分に注意しておかなければならない。

ところで、「字形」「字体」及び「書体」などというそれぞれの用語の概念も

明らかにしておかなければならない。国語学辞典を初め、辞典類の説明も勿論

よいが、ここではこの関係に長く携わっておられた林大氏の定義が要を得てい

るので引用する。（「漢字の新字体について」（『続国語を考える』読売新聞社刊）

及び「漢字の字体の正誤」（国研論集1『ことばの研究』）による。）

字形‥・実際に我々の視覚を刺激する、何らかの素地の上に、何らかの用具

で作り出された、臨時の具体的な文字としての図柄。この図柄は、字体及び書

体の具体的に実現したもの。

字体‥・一つの文字が、どのような点画の組合せで構成されているかとい

う、いわば抽象的な点画構成。具体的な字形の実現する際の基準となり、鋳型

となるもの。

書体．‥字体を実際の形に書き現す時に、どの字にも通じて現れるスタイ

ル。手書きで言えば、楷書体・行書体・草書体など。印刷の活字のことで言え

ば、明朝体・ゴチック体・清朝・来朝・教科書体など。

書風．‥個人的な、或いは時代的な筆癖というもの。

と定義している。加えれば、「字体」は「当用漢字字体表」には均等な細さで

書かれ、実現形で示されており、活字業界では等線体と呼称しているが、実は

これは仮の姿であり抽象的な点画の組合せとして理解すべきものなのである。

文字に関連して学校教育で問題にされることの一つは小学校では活字の書体

として、教科書には筆で楷書で丁寧に書いたような教科書体活字が用いられて

いるのだが、様々な字の止め撥ね、出る出ない、長い短い、点の打ち方、筆の

入れ方などが微細な所で教科書会社毎に異なる場合が出てくる。使用する教科

書は教科毎に会社の異なる場合があるので、非常に神経質になって、或る字自

体が他の字ではないという自主性は保持しており、まざれることはないのに、

問題化することが往々にして生じる。このため、今回の「小学校学習指導要領

（昭．52．7．）」では「学年別漢字配当表」の漢字を教科書体活字（大蔵省印刷局の

もの）で組み、漢字の指導においては、学年別漢字配当表に示す漢字の字体を
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、∴．、　∴、－∴∴∴∴∴∵∴∵
体表」の「字体」を背景とした抽象点な点画の組合せであって、微細な部分は

拘ることはないことになる。例えば「女」の「く・ノ・一」の組合せで「く」

の曲がるまでの上の斜線ふうの部分の途中で「一」が横切るが、「ノ」は「－」

と接するだけなのか「一」の上に若干突き出るのかなどといったことは問題で

はないということである。各社の教科書体活字を見ると両方あり、その一方を

採ることはない、ということになる。

それというのも、「学習指導要領」の「国語」の各学年の書写の項の説明中に

は「文字の形」「文字の組立方」と具体的な実現の方で貫かれており、「字体」

という用語は用いていない。しかし現場においては、具体的な実現の際に出る

出ないが問題になるのだから、はっきりしてほしいというわけだろう。だが、

例えば「女」の「ノ・一」の交叉の在り方、つまり出る出ないは、筆写体では

いずれもあるのであり、出ても出なくてもいずれでも他の字とまざれない、そ

の事としての自主性を保てる。「刀力、天夫、万方、午年、士士、大太．‥」の

ように微細な所で別字になってしまうのとは異なる。

文字指導の際の具体的な字形を、「学年別漢字配当表に示す漢字の字体を標準

とする」という、抽象的なものに求めることは出来ないというふうにも言える

のではないかと思われ、微細なことに拘り過ぎる現場の字形指導に、もっとゆ

ったりと構えよ、標準にはある程度の許容が伴うことを自覚せよ、と暗に言っ

ているように思われる。

また、一般社会生活での印刷物に出現する活字の大部分は明朝体であり、中

学校に進むと教科書は明朝体で組まれる。明朝体の書体も独自の形を持つ。例

えば「一」の右端には鱗が付く。横線は細く、縦線は太い。「糸」の上部は恰

も別画のようにして曲がり、「衣」の四画目の撥ねも別画のようにデザインさ

れている。「人」は「ノ」の中間からこ画目は始まらず、屋根形に「企」の上

部に似てデザインされている。といったように、こうした明朝体活字のデザイ

ン上の常識を心得ずにいると、字形指導を誤る一因になってしまう。これら、

教科書体活字内部での微細な問題を問題としない心得と、明朝体活字のデザイ

ン上の特徴を心得ることなどが先ずあって、それぞれの漢字がそれぞれ他の字

ではない、その字であるという自立性はどのような点画の組合せの上に成立し

ているかということを心得ることから、字形措導は始まると言えそうである。

それにも増して、筆写における一つの字の実現形は二度と全く同じものはない
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に違いない。特定の一個人においてもそうであろうし、まして別の人間であれ

ば同一の字であっても異なる字の形となることは経験的にも明らかである。こ

のことも前提として心得ておかなければ、字形指導は成り立たない。

学校教育で取り上げるべき教育漢字を「字形」の面から見て検討して或る秩

序付けをするというのは、理論上からは点や画の漢字の構成要素を分解して考

え、その組合せを単純なものから複雑なものへと積み上げていくことであるか

ら、一見可能のように見える。文字以前にまで構成要素を分解するとしたら、

その具体例の一つとして、林大氏『当用漢字字体表の問題点』（国語シリーズ

53、文部省、昭和38年刊）の付録「当用漢字字体類形表」の字体構成部分の分

類各部を見ることが出来るが、現実の学校教育ではそこまでの分解は教育的に

効果を挙げ得ない。

そこで例えば「→」の次に「二」、「二」の次に「三」というふうに横線の画

を形の上からだけ見て積み上げるような、また「十→千・土・士→王→玉」

「大→天→天→夫」「木一十未・末」などという展開を考えることも出来る。

しかし、これは形を連鎖的に扱っているだけであって、表語文字としての漢字

の有機的連鎖をもたらすことが出来ていないし、小学校の低学年での生活語彙

に即するなどの身近な具体的なものから親しく入らせることにはならないの

で、低学年では成り立たない。寧ろこれは、別字指導として相当数の漢字を得

た段階で識別の際に役立つものとして成り立つ。

漢字の構成要素を考えた漢字指導は、小学生段階では抽象的には行えないゆ

えに、一工夫が必要であろう。現在の「学年別漢字配当表」を一見しても、字

画が少なくて字の構成要素となり得るが親しみにくい「可干己寸亡失⑧（⑥は

大学年配当を示す。）、比未⑤、士氏司④」のような漢字は、高学年に配当され

ている。これらを要素中心で字形指導しようとすれば低学年で出し、関連させ

ていくことになる。例えば「可⑥→何故②、荷⑨、河⑨」「干⑥→岸⑨、

刊軒⑥」「己⑥→記⑧、起②、起⑨、紀④」「寸⑥→村①、守⑨、付府④」

「亡⑥→望④、忘⑥」「矢⑥→知②、「短医族⑧、疑⑥」「比⑧→階⑨、混

⑨」「未⑤→妹⑧、味⑨」「各④→落路客⑨」「士④→仕⑨」「氏④→紙

⑳」「失④→鉄⑨」などという順序を踏むことになるであろうから、現在の

配当は不当ということになる。次も同様に不当となる。「系⑥→係③」「灰⑥

一→炭③」「責⑨→横④」「非⑧→悲⑨」「義⑧→議④」「果④→課⑨」

「求④→球⑨」「周④→退⑨」「交②→校①」など。

勿論低学年への学年配当漢字は、身近な生活語彙が中心となるのは経験学習



154 ′ト　林　一　仁

的なものを興味をそそるように配することなどから必定であったが、同時に点

画の組合せから見ても、読み書き並行学習を前面に打ち出した考え方からは、

画数の少ない簡単なものが多く取り入れられるべきであろうし、事実取り入れ

られているので、一・二学年配当のものには相当程度基本的構成要素たりえて

いるものもある。これは自然の結果と言えなくもない。三・四学年の段階で、

もし構成要素的なものを先にという考え方を採るなら、親しみの薄いもの抽象

的なものであっても、どんどん提出してしまうことになるであろう。しかし、

それは知的発達段階から言っても無理が伴い、身に付きにくいという配慮も出

てくる。いわば、頻度順に見て多用される1，（X氾字程度の漢字を、小学校6年

間になだらかに身に付けていく方法の方が穏当という考え方が重きをなすと、

この個々の字に独立した字に基づいた構成要素に目を付けた学習指導の流れと

いうのは、一部は採り得ても、小学校段階では徹底して行うのは不向きである

という考え方が出てくる。

そこで、この段階での構成要素を考えた指導法は別に工夫されなければなら

ないことになる。その原理的方法を示せば、例えば現在、学年配当の学校の

「校」を記憶し、二学年で「交」が提出された時に、「校」「交」の識別を字形上

の同一の構成要素をめぐって音訓や字義を意識した熟語の助けを借りて記憶さ

せる仕方である。

これも学習指導の技術としては、字の形を造る構成要素と字音や字義とが密

着するものとしないものなどがあるから、実際にはそれほど容易ではない。す

なわち、

①　字形の構成要素と字音の沿う型の例

長②帳⑨張⑤、永⑧泳③詠、復複⑤腹⑥覆、里理②、新親②薪、

可⑥何歌⑧河⑥荷⑨、寄⑨奇騎、会絵②、揺謡、懇墾、朱殊珠株、巨

拒距、‥

などは字音の関連で構成要素をとらえて記憶させやすい。しかし、

⑧　字形の構成要素におおむね類似の字音が沿う型の例

緑リョク・ロク⑨録ロク④、次ジ・シ⑨資シ⑨姿シ⑥諮シ、者シャ⑨

煮シャ⑨諸ショ⑥署ショ⑥緒ショ・チョ、花カ①化かケ⑨貨カ、沿

エン⑥鉛エン②船セン②、原ゲン⑧源ゲン⑥願ガン④、育セイ・シ

ョウ①晴セイ⑨静セイ・ジョウ④清セイ・ショウ④情ジョウ・セイ⑤

精セイ・ショウ‥・

⑨　字形の構成要素におおむね類似の字音が沿うが、一部に異なるものの混
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じる型の例

主シェ⑨住ジュウ⑨注チェウ⑨駐チュウ往オウ⑤、反ハン・ホン・タ

ン⑨坂ノ、ン⑨返へン⑨版ハン⑨販／、ン仮カ⑤、各カク④客カタ・キ

ャク⑨閣カク⑥額ガク⑥落ラク⑨絡ラク路ロ⑨、寺ジ②時ジ⑨持ジ

⑨詩シ⑨待タイ⑨特トク⑤‥．

などとなると、低学年では混在にとまどい、却って記憶の妨げになる。この方

向は、従って逆に高学年以上での整理の段階で識別して記憶する助けに役立っ

ものであろう。

④　字形の構成要素と字音とが沿わない型の例

夕①外⑧移⑥、木①林①森①、休①体②、子①字①、十①計②、

王①玉②国⑧、貝②員⑨、枚①交②父②、火①秋⑧災⑨、広⑧

台⑧去⑧公⑨伝④仏⑤拡⑥払充、虫①独⑤．．・

になると、全く意味を成さない。構成要素の集合を作るだけになってしまう。

こうした分類から見て、字形を表面に出し系統を考えようとする漢字指導は

複雑であり、小学校段階では何らかの系統だてには徹底できないきらいがあ

る。字形を取り立てた指導は初歩の段階では形そのものの会得として意味を

持つが、字音とのかかわりにまで及ぶと⑨④に掲げた例のようなものが多出

して関連が保てなくなる。必ずしも十分に有効でない。つまり、当用漢字を一

通り習得した中学校後半か高等学校の段階で学習した漢字全体を総合して見直

し分類し、大局的に展望を持って漢字を学習し直そうという段階で字形をめぐ

る整理が一部で有効になるもののように考えられる。この際、漢字の字源を余

り取り上げることは、児童生徒に過重に負担をかけることにもなる。（白石光邦

『要素形的漢字学習指導法』（昭．52．2．桜楓社刊）でもその点を注意している。）

結局、′ト学校、特に低学年の段階では、身近な、画数の少ない字から、読み

書き一致で、音・義を伴って一字一字の形のイメージを強く心理的に印象づけ

記憶させることが先決であると考えられる。それに字形を副次的に与えて、構

成要素となり得る、低学年での生活に密着した画数の少ない独立の個々の字を

先ず学習させ、それを構成要素として持つ他の漢字へと発展させる。またそう

あり得ない漢字の場合は、例えば「何②」の中で「可⑥」を得させておき、歌

河荷」へ及ぶ。表外字「岡」は「鋼⑥」の中で得させ「綱」へ及ぶなど。やは

り先の分類中の①②を中心とするものに限られてくるが、こうした方法を絡

ませるという仕方を副えることになると考えられる。
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「教育漢字」再検討ノート

4．終　り　に

「教育漢字」の再検討は、基本語彙を見通し、漢字の機能性を配慮し、字種

を高頻度煩に総ざらいし、約1，〔炊）字在度を選定し直すことから始まる。「学年

別配当」は指導の順序を秩序づけるために、また現行のように各社から教科書

が出されている以上は、ある拠り所を必要とされる意味で考えざるを得ないだ

ろうが、漢字配当のためには幾っかの観点が交錯することになる。（高頻度順

にすっきり並び得ないのは、これは頻度だけで、何らの体系も持っていないの

で、配当の際の跡ナにはならないからである。ただし、＿低頻度のものは高学年

に多くなるのは当然であるが。）

教室での漢字学習指導は、個々の字形学習をかなめに体系づけ、字音のみで

なく字訓も考え合わせ、語、語彙の増加をねらう効率高い方法を工夫するにあ

る。また、小学校低学年の方法、中・高学年の方法、中学、高校それぞれ、発

達段階に応じ実践的な工夫も必要であろう。

「学習指導要領」改定の歴史を追い、教育漢字の字種そのものの改定の時期

に来ていることに思いを致し、学年別配当のための原理の二、三を述べるにと

どまった。終りに、参考資料として「語彙調査四種の使用度による漢字のグル

ープ分け」の修正転載をお許し下さった林四郎教授に感謝申し上げる。

（昭．52．8＿稿〉


